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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

現
在
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
お
い
て
、
空
家
等
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
等
（
同

法
第
三
条
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
。
）
に
対
し
勧
告
が
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等
（
以
下

「
勧
告
を
受
け
た
特
定
空
家
等
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
（
以
下
「
住
宅
用
地
特
例
」
と
い
う
。
）
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

勧
告
を
受
け
た
特
定
空
家
等
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
倒
壊
等
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
等
に
あ

る
も
の
と
し
て
除
却
、
修
繕
等
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
ま
で
住
宅
用

地
特
例
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
土
地
は
住
宅
用
地
特
例
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
御
指
摘
の
「
現
に
人
が
居
住
し
て
い
る
住
宅
以
外
の
空
き
家
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
「
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
の
規
定
に
お
け
る
住
宅
用
地
の
認
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
九
年
四
月
一
日
付
け

自
治
固
第
十
三
号
自
治
省
税
務
局
固
定
資
産
税
課
長
通
知
）
に
お
い
て
、
「
賦
課
期
日
に
お
い
て
現
に
人
が
居
住
し
て
い
な
い

一



家
屋
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
が
構
造
上
住
宅
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
家
屋
（
併
用
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
当
該
家
屋
の
う

ち
居
住
部
分
と
す
る
。
）
が
居
住
以
外
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
住
宅
と
す
る
。
た
だ
し
、

賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
家
屋
の
使
用
若
し
く
は
管
理
の
状
況
又
は
所
有
者
等
の
状
況
等
か
ら
客
観
的
に
み
て
、
当
該
家
屋
に

つ
い
て
、
構
造
上
住
宅
と
認
め
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
、
使
用
の
見
込
み
は
な
く
取
壊
し
を
予
定
し
て
い
る
場
合
又
は
居

住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
必
要
な
管
理
を
怠
っ
て
い
る
場
合
等
で
今
後
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
住
宅
に
は
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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